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地方独立行政法人広島市立病院機構 中期目標期間の終了時に見込まれる 

中期目標期間における業務の実績に関する評価について 

 

 

１ 評価方法 

市長は、法人から提出された中期目標期間業務実績見込報告書に記載されている大項目に係る

「項目別評価」及び項目別評価を踏まえた報告事項全般に係る「全体評価」により実施する。 

 

２ 項目別評価 

⑴ 法人による大項目に係る自己評価 

市長は、当該期間中の年度評価の結果を踏まえ、次表のとおり、法人に５段階による自己評価

を行わせるとともに、その結果及び評価理由並びに特筆すべき事項を記載した報告書を提出させ

る。 

評価の記号 実 施 状 況 の 説 明 

５ 中期目標を大幅に上回り、特に評価すべき達成が見込まれる。 

４ 中期目標を達成する見込。 

３ 中期目標を概ね達成する見込。 

２ 中期目標を十分達成できない見込。 

１ 中期目標を大幅に下回る又は重大な改善すべき事項が見込まれる。 

 

 

⑵  市長による評価 

市長は、法人から提出された報告書により、中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の

達成状況を調査し、分析した上で、次表のとおり、大項目ごとに５段階により評定し、評価結果

報告書に記載する。 

評価の記号 実 施 状 況 の 説 明 

５ 中期目標を大幅に上回り、特に評価すべき達成が見込まれる。 

４ 中期目標を達成する見込。 

３ 中期目標を概ね達成する見込。 

２ 中期目標を十分達成できない見込。 

１ 中期目標を大幅に下回る又は重大な改善すべき事項が見込まれる。 

 

 

３ 全体評価 

 ⑴ 評価方法 

市長は、大項目ごとの評価点を、当該大項目の評価点の配分比率の割合に乗じて得た評価点の

合計に基づき評定するとともに、その評定結果及び特筆すべき事項等を評価結果報告書に記載す

る。 

 

参考資料２ 
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⑵ 大項目評価点の配分比率 

  大項目の評価点の配分比率の割合は、次表のとおりとする。    

年度計画の区分 大項目 評価点の配分比率の割合 

第１  

市民に対して提供
するサービスその
他の業務の質の向
上 

１ 市立病院として担うべき医療 ３２％ ３２％ 

２ 医療の質の向上 ８％ 

３２％ 

３ 患者の視点に立った医療の提供 ８％ 

４ 地域の医療機関等との連携 ８％ 

５ 市立病院間の連携の強化 ４％ 

６ 保健、医療、福祉、教育に係る行政分野へ
の協力 

４％ 

第２ 

業務運営の改善及
び効率化 

１ 業務運営体制の確立 ４％ 

３２％ 

２ 人材の確保、育成 ８％ 

３ 弾力的な予算の執行、組織の見直し ４％ 

４ 意欲的に働くことのできる、働きやすい
職場環境づくり 

４％ 

５ 外部評価等の活用 ４％ 

第３  

財務内容の改善 
 経営の安定化の推進 ８％ 

第４ 

その他重要事項 
 広域的な医療提供体制に係る調査・研究  ４％  ４％ 

評価点の合計 ５点満点（１００％） 

 

 

⑶ 評定基準 

  全体評価の評定は５段階とし、その基準は次表のとおりとする。 

評価の基準 評価の記号及びコメント 

４．５＜Ｘ Ｓ 
法人の業務は、中期目標を大幅に上回り、特に評価すべき達
成が見込まれる。  

３．５＜Ｘ≦４．５ Ａ 法人の業務は、中期目標を達成する見込。 

２．５＜Ｘ≦３．５ Ｂ 法人の業務は、中期目標を概ね達成する見込。 

１．５＜Ｘ≦２．５ Ｃ 法人の業務は、中期目標を十分達成できない見込。 

Ｘ≦１．５ Ｄ 
法人の業務には、中期目標を大幅に下回る又は重大な改善す
べき事項が見込まれる。 

(注) Ｘは、全体評価における評価方法により導いた評価点（大項目評価点×配分比率の割合（％））

の合計 


